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政治を動かす・未来を動かす

このたび、平成29・30年度弁政連理事長に就任し
ました。よろしくお願い申し上げます。
司法が国民の期待に応え良くその使命を果たすた
めには、法曹三者の協力のもと、民事・刑事の司法
制度や法曹養成制度をはじめとして、様々な改革を
不断に進める必要があります。私たち弁護士・弁護
士会は、国民に寄り添う存在として、常に国民目線
で改革を提起し、先頭に立って取り組まねばなりま
せん。ところで、改革の多くは立法措置や予算措置
を要するものです。従って、当然ながらその実現の
ためには、立法府や行政機関にもご理解をいただく
ことが不可欠となります。
そこで、弁政連は、法曹・司法と立法の間の架け
橋の役割を果たすべく様々な活動をしています。そ
の一つが、日弁連執行部と立法を担い国政に当たら
れる国会議員の先生方との、懇談会や意見交換会の
開催です。日弁連執行部が幅広い国会議員の先生方
とこうした機会を積み重ねることによって、立場や
見解の相違を超えて相互理解が深まり信頼関係が醸
成されることは、とても大切です。そして、さらに
両者の連携が緊密になり、国民のための協働の取組
が行われることによって、法の支配が貫かれる公正
な社会の実現に一歩ずつ近づいていくことが期待さ
れます。
日弁連の活動を縁の下で支えるサポーターとして
の弁政連の存在意義は大きいと考えています。不透
明かつ困難な政治状況にはありますが、山岸憲司前
理事長の路線と取組をしっかりと継承し、引き続き
日弁連執行部と手を携えて、諸改革の実現のために
全力を尽くす所存です。
弁護士の皆様には、弁政連に対し、ことにその組
織強化について、格段のご理解とご協力をお願い申
し上げます。

弁政連理事長を退任いたしました。
激動の時代にあって、多くの議員の皆さま、政党
の関係者の皆さまに大変お世話になりました。
心から御礼申し上げます。
司法修習生に対する新たな給付金制度が実現した
ことについては、ご尽力いただいた関係者の皆さま
に心から感謝申し上げる次第です。
日弁連は多くの政策課題を抱えています。
その中には安保法制問題なども含まれ、それらに
かかる対外活動は、強制加入団体である日弁連では
なく政治連盟が行うべきではないかとの声が内から
も外からも聞こえることがあります。
しかし、日弁連は、党派性を持った政治運動とは
一線を画し、誤解を受けないように配慮しつつも、
法律家団体として人権団体として言うべきことを言
い行動することが求められます。
そのために、会員の徹底した議論と合意形成の手
続を経て意見集約が行われます。
弁政連は、日弁連が厳格な手続で行った合意形成
を尊重すべきで、独自の政策判断と行動は相当とは
言えず、日弁連の政策を実現するために立法府の関
係者の皆さまと信頼関係の中で密接に連携を図って
いくことを中心的役割とする団体です。
したがって、弁政連の方で政治運動を積極的にや
れという主張は実態にそぐわないものであり、か
えって混乱を生むことになりますので、その点は、
ご理解いただければと思います。
いずれに致しましても、村越理事長をはじめとす
る新執行部が、新たな陣容の下に、国民のために、
また弁護士の活動領域を拡大することが法の支配を
社会の隅々まで浸透させるということだとの自覚の
下での諸施策の実現のために、充実した活動を展開
されることを期待し、皆様のご協力をお願い申し上
げ、退任の挨拶とさせていただきます。

立法との
架け橋をめざして

激動の中で
引き継ぐにあたって
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【伊藤】　今回は、日弁連
の国際戦略の第 2弾とい
うことで、国際司法支
援、国際人権に関して伺
います。最初に自己紹介
をお願いします。
【外山】　外山太士と申し
ます。現在、日弁連の国
際交流委員会の委員長を
させていただいておりま
す。今日の話題である国
際司法支援活動には2001年頃から携わっていますの
で、10年以上携わっていることになります。国内に
事務所を持って弁護士業務をやりつつ、日弁連の活
動として国際支援活動をやってきました。
【磯井】　磯井美葉と申します。 6年半ほど国内の法
律事務所で弁護士実務をした後に、 2年間モンゴル
でJICAのプロジェクトの専門家として赴任しまし
て、その後、日本に戻ってきてJICA本部で法整備
支援、日弁連では国際司法支援とも言っています
が、JICAの職員に対するアドバイザーをして11年
目になります。その間にもカンボジアに 1年赴任し
ています。また日弁連の国際交流委員会の関係で
は、2003年頃からカンボジアの支援にかかわってい
ます。国際人権問題委員会にも所属しています。
【大村】　大村恵実と申します。私は、弁護士登録後
3年目で留学して国際人権法を勉強し、日本に戻っ
て日弁連の国際人権問題委員会から、この活動に際
して何度かジュネーブに派遣していただきました。
その後2010年から 3年間、ジュネーブの国際労働機

関（ILO）の国際労働基準局に勤め、各国政府が批
准した条約について提出する報告書を審査する仕事
をしていました。今年 3月から日弁連の国際人権問
題委員会の委員長を務めております。

弁護士の国際司法支援の取組み
【伊藤】　まず国際司法支援について、具体的にどの
ような活動をされているのかをご紹介いただけます
か。
【外山】　日弁連の行っている国際司法支援は、
JICAの専門家として関わる弁護士とは異なり法律
を現地で起草するということはあまりなくて、どち
らかといえば弁護士制度、あるいは司法アクセスに
焦点を置いて支援を行っています。
　今まで日弁連が国際司法支援を行ってきた国とし
ては、カンボジア、ラオス、モンゴル、ベトナム、
インドネシアなどがあります。
　具体的に行っているテーマとしては、カンボジア
では弁護士養成校での弁護士の養成の支援がメイン
です。2001年ぐらいから始めたのですが、当時カン
ボジアでは弁護士の養成制度が停止した状態でし
た。JICAから 3年間で 1億円という資金をいただ
いて、現地に弁護士養成校を新たに設立し、その運
営の支援をしました。どういったカリキュラムで行
えばいいのか、どんな教員をそろえたらいいのか、
どんな職員体制で臨めばいいのかなどをアドバイス
するとともに、その運営資金も、当時は何もありま
せんから、JICAからいただいた資金の中で支援し
ました。我々の支援が終わった後も弁護士養成校は
運営されていまして、現在はカンボジアの経済発展

司　　会　伊藤 敬史　広報委員会副委員長
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日弁連の国際戦略 Ⅱ
国際司法支援、国際人権への取組
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があったこともベースに
なって、学生が納める学
費で自立して、弁護士養
成が続いています。
　ラオスに関しては、
JICA・政府からの資金
をいただいていなくて、
民間の財団である東芝国
際交流財団からいただい
た資金と、日弁連の特別
会計から支出される資金
で支援を行っています。したがって予算規模も先ほ
どのカンボジアの 3年で 1億円と比べると非常に少
なくて、年間300万円程度です。最近の支援のテー
マは、ラオスに設立されました司法研修所の弁護教
官の教授方法に関する支援です。法曹養成の支援と
いう意味では、カンボジアに似たところもあります
が、ラオスはカンボジアと異なりまして、日本式の
統一司法修習制度を採用しましたので、その中で弁
護教官に関する支援を行っています。
　モンゴルでは、JICAが調停制度に対する支援を
行っていました。そのJICAの支援は終了していま
すが、その支援を通じて日弁連とモンゴル弁護士会
と関係ができたものですから、2013年以降は毎年モ
ンゴル弁護士会に所属する弁護士の約10名が来日
し、日弁連で研修を行っています。その渡航費は向
こうで持っていますが、講師の費用はこちらが負担
しています。
　ベトナムは、JICAの資金で支援をやっている点
ではカンボジアと似ています。JICAの支援は現地
に長期専門家を置いて行う支援がメインですが、日
弁連は、2009年以降、JICAから業務委託を受けて、
ベトナム弁護士会の会員を毎年 1回日本に招き、研
修を行っています。去年あたりから、ベトナム弁護
士会が日本の当番弁護士制度に似たような制度を現
地に導入したいとおっしゃるようになって、今年は
さらに日本の弁護士を現地に講師として派遣してセ
ミナーをやるような支援を考えているところです。
【伊藤】　今のお話に出たJICAの長期専門家という
ことで、磯井さんは実際に現地に行かれて活動され
たわけですが、その活動についてご紹介いただけま
すでしょうか。
【磯井】　私は、モンゴルに 2年とカンボジアに 1年
いた経験があります。
　私がモンゴルに行ったときは、調停制度を本格的
に導入する前で、モンゴルの弁護士会に対する協力
と、現地の弁護士会ADRセンターの支援をしまし
た。オフィスは、モンゴルの法務省の中にあり、モ
ンゴルの弁護士や、法務省や裁判所とやりとりしな
がら支援をしていました。
　モンゴルでは、公的な調停による紛争解決先とし
て最初に弁護士会のADRセンターが設立されたの
ですが、そこでわずかながら事件を解決したことが
きっかけになって、裁判所でも調停をやりたいとい
う話になりました。私の後任の弁護士の方が関与さ
れ、今では全国の一審裁判所で調停が行われて、年
間で 1万件以上利用される状態になっております。

　私は、現在はJICAの本部の中で、国際協力専門
員というアドバイザーの仕事をしています。JICA
では、日弁連が特にかかわっている国の外にも、ア
ジアを中心にインドネシア、ウズベキスタン、中
国、ミャンマー、コートジボワールといったところ
にも、日弁連に推薦された弁護士を派遣して活動し
ております。
【伊藤】　JICAの国際協力専門員というのは、具体
的にはどのようなことをされているのですか。
【磯井】　JICAの中で、いろいろな専門分野の人材
をアドバイザーとして期間契約で受け入れているの
が、国際協力専門員です。JICAの職員は異動もあ
りますし、全員が特定の分野で専門性があるとは限
らないわけですけど、国際協力専門員は、そういう
人たちのサポートをする役割を果たしています。例
えば案件を新しく作るときの留意点、効果を上げる
ための活動内容などを日常的に職員の方と一緒に検
討しています。また、弁護士の外に、法務省や裁判
所からも長期専門家を出していただいているわけで
すが、現地にいるそのような方々と、日々コミュニ
ケーションを取って現地での活動をサポートしてい
ます。

日本が国際司法支援をする意義
【伊藤】　日本がアジアを中心とした発展途上国に対
して国際司法支援をすることの意義に関して、どの
ようにお考えですか。
【磯井】　国際的に、援助する側にいるのは欧米の先
進国が多いわけですが、その中で日本は、明治維新
の時にフランス、ドイツ、イギリス等の法を学ん
で、戦後にはアメリカ法の影響も非常に強く受け
て、外の法制度を中に取り込んで消化しながら自分
たちの制度にした経緯がとてもユニークだと思いま
す。もちろんどの国も外国の影響は受けています
が、日本には劇的な転換点があって、試行錯誤をし
た百数十年があります。そのうえで成長したアジア
のモデルとして、日本の経験を学びたいという声も
あります。日本の国際司法支援にはそういう意義が
あると思います。
　他の先進国の支援だと、自分の国の制度をコピー
させる形もありますが、日本の場合は、例えば民法
のこの部分はここから学んで、今はこうなってい
る、という相対的な視点を伝えることができ、相手
国の人から非常に参考になるといわれて信頼されて
いると思います。
【伊藤】　外山さんは、どのような点に意義を感じま
すか。
【外山】　磯井さんが言われたことと似たようなこと
になりますけど、日本は現地の実務を行っている人
と話し合いをしながら進めていくというスタンスで
支援をしていると思います。それは時として現地の
事情に流されてしまうというようなこともあります
が、そこはしなやかさというか、一旦は流されたよ
うに見えても譲るべきでないところについては、い
つかはそちらのほうに持っていくという気概を持っ
てやっています。
　特にアメリカのやり方がそうなのですけど、わか
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りやすくいうと、ブルドーザーで自分が作りたいと
ころに道路を作って、そこを使いなさいというパ
ターンの支援があります。でも、それは現地の人が
望んでいる場所に作られている道路かどうか分かり
ません。日本は、道路を作ってやったから使えとい
うやり方はせず、極端にいえば、道路を作りに来た
のだけど、どうしても作りたくないなら、作りたく
なるまで話をしようとやっています。そこが日本の
いいところだと思いますし、誇りに思っているとこ
ろでもあります。
【伊藤】　そういう欧米との違いというのは、どこか
ら来るのでしょうか。
【外山】　メンタリティの問題でもあるのではないで
しょうか。長く付き合っていると、現地の人から
も、やっぱり日本人とはメンタリティの面で欧米と
は違うと言ってもらえることがあります。肯定的な
意味で。
【磯井】　今おっしゃったのは押し付けない支援とい
うことだと思いますが、押し付けても根付かない、
動かないということを、日本自身も体験的にわかっ
ているからだと思います。特に法律を作る支援は、
こちらで草案を作る技術的なお手伝いはしますが、
国会を経て法律にするのは相手国がやることです。
【伊藤】　そのような支援の中で、現地の人材を育成
していくことを重視しているのですか。
【外山】　それはしていると思います。
【磯井】　他国の支援の中には、特に90年代に、自国
法や特定の法律をモデルにして、ほぼそれに近い法
案を外国人が書き上げて渡し、そのまま支援を終え
てしまう例もありました。しかし、法律が現地の人
に十分理解されないと、うまく動かず紙切れになっ
てしまいます。
　これに対して、日本の司法支援は、起草支援や制
度作りの支援でも、現地の人と議論する中で人材を
育て、将来自分たちの力で運用してもらえるように
という方針です。

 弁護士が国際司法支援に関わることの意義
【伊藤】　弁護士が国際司法支援に関わることの意義
はどのようなところにあると感じますか。
【磯井】　資格があって、民間の立場で、フレキシブ
ルに対応できることが多いと思います。専門分野も
多岐にわたっているので、様々なニーズに応えられ
ます。また、弁護士は、司法制度の担い手であると
同時に利用者でもあります。いろいろな視点から制
度を見て様々なアドバイスができる立場にいると思
います。
【伊藤】　JICAを中心とした支援の中に弁護士が入
る形での支援を中心に伺ってきましたが、弁護士会
独自の支援が意義を持つこともありますか。
【外山】　資金的にも人材的にもODAは政府が行う
のが中心なのは当然ですが、特に司法支援について
申し上げますと、最終的に司法制度というのは、国
民に利用されないと意味がありません。それを司法
アクセスといいますが、司法アクセスの分野につい

ては、どうしても民間、特に国民と司法とを繋ぐこ
とを仕事にしている弁護士の手による支援が重要に
なると思います。
　それとODAは政府間の合意がないと始められま
せん。現地には本当はニーズがあるケースでも、現
地側の政権の安定度などが問題となって、ODAで
は支援を始められないなどの制約があります。その
場合には民間団体の力を使っていただくことが重要
になるケースがあると思います。
　そういうことから、日弁連の力というのはそれほ
ど大きなものではありませんが、先ほど申し上げた
ラオスのように、JICAの支援が正面から行われて
いない中で、日弁連が補うような形で支援する意義
があると思います。

国際司法支援の現場で感じる課題
【伊藤】　支援の現場で感じるご苦労はありますか。
【磯井】　法整備支援は、
他のODAプロジェクトと
違って、首都でやる活動
が中心なので、過酷な生
活環境におかれることは
少ないですが、国によっ
ては頻繁に停電があった
り、食事など生活面での
不自由もあります。
　それから特に国際司法
支援で苦労するのは、法
案作りにしても人材育成にしても、外国語の言葉の
壁がある中で、質の高い通訳、翻訳を確保するのは
大変です。
　また社会の背景が違っているので、似たような概
念を想定して話していても、実は全然かみあってい
ないこともあります。これは最終的には法整備支援
の面白さでもありますが。
【伊藤】　具体的に支援をしていく中で感じている問
題意識はありますか。
【磯井】　日本が支援をしているのは、大陸法系・成
文法系の国が多くて、現場では信頼を得ているので
すが、国際的な発信が少し弱い面はあると思いま
す。国際的に発信・議論するには、英語に乗せてい
かなければなりませんが、英語圏は法体系も違いま
すので、うまく議論がかみ合うような発信を工夫し
なければなりません。
　日本の支援は、現場の実務家と一緒に議論して、
現場の実務を変える活動を地道にやっていると思い
ます。それは他の国や国際機関の支援と比べても、
売りと言えますが、一つ一つの活動はかなり地味で
時間がかかるので、アピールは重要だと思います。
【外山】　日弁連が行う支援活動というのは、これま
で基本的にはボランティアベースで行われてきてい
て、渡航にかかる実費だけをJICAからの資金でい
ただけたり、あるいは日弁連から出すのですけど、
活動に対してのペイはしないということをベースに
してきています。日弁連は、国際司法支援活動につ
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いて2009年に基本方針を定めているのですけど、国
際司法支援活動というものは、ただ言われたことを
業務としてやればいいということではなく、この基
本方針にもあるように、現地に法の支配を根付かせ
て、司法アクセスを変えるのだという情熱や理念を
持っていないとなかなかうまくいかないので、そう
いう気持ちを持ち続ける人がやっているという意味
ではボランティアベースはいいと思います。ただ、
だんだんと規模が大きくなり、今後も大きくしてい
くという局面では、ボランティアベースではなかな
か続いていかないのだろうということも思ってい
て、今申し上げましたような情熱とか理念を維持し
つつ、少しは費やした時間に金銭的に報いる仕組み
なり、資金を確保していくというのが次のフェイズ
の大きな課題だと思います。

国際人権の取組
【伊藤】　ここまで国際司法支援で途上国に対して法
の支配をどう根付かせるのかという面で日本が積極
的な役割を果たしているお話を伺ってきました。他
方で、日本が国際的に誇れる国であるためには、日
本国内において法の支配が機能して、国際人権的に
しっかりと誇れる状態であることも重要と思いま
す。そこで、大村さん、国際人権的な観点から、日
弁連がどのような活動をされているのかという点に
ついて、ご説明いただけますでしょうか。
【大村】　人権状況について、国際的な監視の仕組み
との関係で説明します。日本が国際人権条約を批准
した場合、条約上の基準を満たしているか、政府は
報告書を作成します。条約機関、実際には、人権に
関する独立した専門家が報告書を審査します。その
審査にあたって、日弁連はNGOの一つとしてカウ
ンターレポートを提出しています。
　もう一つ大きな仕組みは、2006年の国連総会決議
で、人権理事会とともに作られた仕組みなのですけ
ど、普遍的・定期的審査（UPR）があります。こ
れは独立専門家による審査ではなく、国連の加盟国
同士が互いに人権状況についてコメントする仕組み
で、非常にユニークです。日本は2008年と2012年に
審査を受けていまして、今年の秋にも審査が予定さ
れていますので、日弁連も日本の人権状況に関する
レポートをすでに提出しました。
【伊藤】　日本の法制度への影響について、具体例を
ご紹介いただけますか。
【大村】　条約機関の勧告が日本の法制度に与えた影
響について、わかりやすい例で申しますと、2016年
民法改正がありました。これは、従来の民法が女性
のみ離婚後 6か月間再婚を禁止していたのに対し
て、その期間を100日に短縮したものですが、長い
間、条約機関から条約に違反すると勧告を受けてい
た分野です。特に国連の女性差別撤廃委員会と、自
由権規約委員会から所見が出されていました。
　この法改正に条約とか勧告がどのように影響して
いたかといいますと、2015年12月16日に出された最
高裁の判決では、再婚禁止期間が100日以内であれ
ば合憲ということになりますが、法改正では離婚時
に妊娠していない女性については100日以内でも再

婚できるように最高裁の判断より広げています。ま
た改正法の附則として、「政府は、この法律の施行
後三年を目途として、この法律による改正後の規定
の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在
り方について検討を加えるものとする」という一文
が入っています。
　この訴訟を担当された作花知志弁護士は、最高裁
判決では再婚禁止期間が100日以内なら合憲なの
に、 3年後には全廃の可能性を含めた見直しが加
わったのは、タイミング的には2016年 3 月に女性差
別撤廃委員会の勧告が出たことが影響しているので
はないかとおっしゃっています。具体的には、2016
年の勧告は、「再婚禁止期間を 6か月から100日まで
短縮した最高裁判所の判決はなされたが、民法が離
婚後の特定の期間において女性にのみ再婚を禁止し
ていることについて、女性差別撤廃委員会による従
前の勧告が対応されていないことを残念に思う」と
述べた上で、「離婚後女性に対するいかなる待婚期
間も廃止することを促す」としました。
　他方で、この法改正過程における国会審議の中
で、議員の方が国際人権条約や勧告に明示的に言及
したことは残念ながらほとんどなかったと指摘され
ています。せっかく出された勧告を、法務委員会で
の審議や質問に使っていただきたいと思います。

政治家の関わり
【伊藤】　勧告はどのようなプロセスで出るのですか。
【大村】　日本政府は、人権状況について条約機関等
に対して定期的に報告書を出します。それに対して
日弁連などのNGOは、日本政府はこのように答弁
しているけど、ここには実際はこういう事実があ
る、または、法律を適用する上での課題が残ってい
る、法改正や新たな立法が必要等と、問題点を指摘
するレポートを出して、これらの情報を合わせて条
約機関等に精査してもらうことになっています。
【伊藤】　そういうプロセスにおいて政治家が関わる
ことはないのですか。
【大村】　本来は政治家が関わっていただくべきとこ
ろだと思います。
　国連人権理事会は、2015年に、UPRのプロセス
に国会議員が関与する重要性を指摘した決議を出し
ました。その中で触れられているのは、勧告が出さ
れた国はどうするのか。勧告のフォロー・アップと
いいますが、例えばある法改正が必要とされる勧告
が出たとき、国に持ち帰ってアクションを起こさな
ければならないところで、一番大きな役割を果たす
のは議員なのです。
　2012年から2016年に実施されたUPR審査では、
各国の政府代表団の10パーセントが最低 1名は国会
議員を含んでいたと人権理事会の議論で指摘されて
います。要するに審査自体にも国会議員が来て、ど
んな審査が行われているかを現実にご覧になってい
ます。また、UPRでなされる60から70パーセント
の勧告は、立法府のアクションを必要としていると
指摘されています。
　行政府は、審査で日本政府の立場を説明します
が、勧告に対して決める力を持っていないわけで
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す。最後に決める力を持っているのは国会議員で
す。民主的正統性を持った国会は、法改正が必要か
決める力を有しているのです。
　特にUPRの場合、国同士で人権状況に関する問
題点の指摘、それは、もちろん行政府のあり方も批
判されているのですけど、国会も立法の欠如や法改
正しないことを批判されているわけですね。勧告と
いうのは、行政のあり方だけではなくて、国には司
法権も立法権もあるので、全部のあり方についての
勧告だと受け止める必要があるのではと思います。
【伊藤】　実際に他の国では人権理事会の審査過程に
も国会議員の方が積極的にかかわっているというこ
とですね。
【大村】　はい。私もUPRと条約機関の審査には2008
年に日弁連の派遣団として関わりましたし、2012年
はちょうどジュネーブで仕事していた時で、人権理
事会に出席したことがありますが、行ってみると日
本がどういう風に見られているのか身をもって知る
ことができるわけですね。日本政府は官僚たちをた
くさん連れて代表団を派遣していますが、官僚は決
定権がない上にどんどん異動してしまうので、その
後持ち帰って何か変えていくことにつながりづらい
のです。しかしあの場に議員がいたら、何をすべき
かのヒントになるのではと思います。

今後取り組むべき国際人権の課題
【伊藤】　先ほど民法改正の話がありましたけど、今
後取り組むべき課題としてどのような問題があるの
かご紹介いただけますでしょうか。
【大村】　最近特に国際社
会で大きく取り上げら
れ、かつ、日本でも対処
しなければならない課題
として、国連でビジネス
と人権指導原則が2011年
に採択されまして、ビジ
ネスと人権の国別行動計
画を策定するためのガイ
ダンスが2016年に公表さ
れました。日本政府も、
昨年11月に、国別行動計画を策定していきますと表
明しているので、今後の大きな課題になると思いま
す。
　それから日本ではLGBT、国連の用語ではSOGI
（セクシャルオリエンテーション・ジェンダーアイ
デンティティ）と言っておりますが、日本には性的
指向等に基づく差別を禁止する法律がありません。
自治体の同性パートーナーシップ条例や企業のポリ
シーなどが色々進んでいる分野ではありますが、法
律による保障は必要で、当事者の話を伺うと法律が
出発点であるとおっしゃっています。
　ヘイト・スピーチに関しても、国連の人種差別撤
廃委員会から指摘を受けてきたところであります。
対処するための法律が成立しましたが、禁止規定が
ない点等は今後課題になるかと考えます。

人材の育成
【伊藤】　これまで国際司法支援と国際人権の様々な
取組みについて伺ってきましたが、そのような取組
みの担い手となる法曹、弁護士をどのように養成し
ていくかということについて、ご紹介いただけます
か。
【磯井】　法整備支援は、本格的に始まったのが90年
代半ばで、最近まであまり知られておらず、人材確
保にも結構苦労していました。最近は日弁連や法務
省、大学、JICAでも広報や研修をして、だいぶ知
られていると思います。
　特に弁護士の場合、中堅世代が国内の自分のお客
さんとの関係を一時中断して途上国に赴任するの
は、事務所の形態等によって難しい面もあります。
準備期間を長くとって頂けるようなど、JICAの側
でも工夫が必要と考えています。
【外山】　日弁連では、不定期に、次世代の国際司法
支援活動を担う弁護士を養成するための連続研修を
やっております。マンパワーの問題で毎年できてい
ないのですが、 2年か 3年に一度はやりたいと思っ
ています。
　JICAの方でも能力強化研修というタイトルで毎
年夏に一週間程度集中的にやっています。そういう
国内で業務を続けながらでも受けられる研修メ
ニューは整ってきたのかなという気はします。
　また、法科大学院でも国際司法支援整備に関わる
授業が行われています。
【大村】　他の国ではなく日本が関わる意味は、国際
社会における基準設定の局面にありますし、法律を
起草する場面でも大きくあります。
　例えば、私がILOの国際労働基準局で働いていた
時に、キルギス共和国の労働法について、同国の労
働省の人と協議することがありました。私は、ILO
の基本条約の一つとされる雇用差別に関する条約
（111号条約）の担当でしたが、キルギス共和国の
労働法は 3歳未満の子を持つ女性の深夜労働を制約
しています。ヨーロッパ出身の同僚が、これは女性
のみに制約を課す点で111号条約違反であり直さな
ければならないと話すと、労働省の人達の表情が
さっと変わり、もっぱら反感の情が見られました。
それは、「国際」的な基準といっても、やはりアジ
アの観点からすればヨーロッパ主導で作られたとも
みられる基準に、その国固有の実情を顧みずになぜ
合わせないといけないのか、という反感だと推測さ
れます。私が、日本も労働法で女性の深夜労働を禁
止していた過去があるけれども、育児等は男女で負
担するべく法改正されて現在に至っていることを説
明すると、アジアで法改正された事実を親近感と共
に受け止めてもらうことができ、その場の緊張した
空気も解消したように感じました。
　このように国、地域の多様性の観点からも貢献で
きますし、さまざまな国から影響を受けて法律を起
草し、法改正をしてきた日本の経験は生きると思い
ます。若手には、日本ならではの貢献を考えなが
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ら、活躍していってほしいです。

政治に期待したいこと
【伊藤】　最後に、これから政治に期待していきたい
ことについてお話しください。
【磯井】　たくさんありますが、一つはこれまで20年
ぐらい現場では本当に相手国の発展を考えて支援を
してきました。ところが、最近、特に民事分野の法
整備では日本企業の外国投資の環境整備ということ
が強調されつつあるように思います。そのことは、
相手国の発展や国益とも合致するのですが、これま
で特定の利害や価値観を押し付けない支援をやって
きたことで、他国と比べても相手の国から深く信頼
されているということがありますので、私はあえて
それを強調したいですね。近視眼的な経済的な国益
だけではなくて、これまでの支援のあり方が長い目
で見て大きな国益になっていることは、現場の声と
して伝えたいです。
　JICAは、独立行政法人で外務省の管轄下にある
ので、政策の議論でも表に出ることは少なく、職員
も一歩引いているところがありますが、途上国の現
場のことはよく知っているので、伝えていくべきだ
と思っています。
　また、アジアの国々もだんだん発展してきてい
て、必ずしもODAの援助だけではない途上国との
交流の枠組みを考えていくべきと思います。これだ
け実績を積んで、組織対組織でも人対人でも関係が
ありますが、一方で、援助はいずれ終わることが目
的ですし、JICAの援助として案件を続けるのは難
しい場合もあります。今後の関係の発展、交流の部
分は、個々の省庁や組織ではなく、日本全体で考え
て行くべきことだと思っており、政治家の先生方に

は良い仕組みを議論していただければと思います。
【外山】　国際司法支援の意義をぜひ知っていただき
たいことに尽きると思います。少し大上段に構えた
言い方になりますが、法の支配を途上国に根付かせ
ることはわが国にとって最大の安全保障なのではと
思います。もし東南アジアのすべての国々が法の支
配の価値を共有できるようになれば、それも日本由
来のものであるとなれば、わが国にとって、またア
ジア地域にとって、これ以上の安全保障体制はない
と思えます。ぜひそういう面をもって法整備支援、
国際司法支援をご理解いただきたいですし、また、
形や規模は変わるかもしれませんが、ずっと継続し
て支援していくべきものだと思います。
【大村】　私は、日弁連国際人権問題委員会の役割
は、国内の議論と国際社会の議論を結びつけること
と思っているのですが、その立場から議員の方々に
期待するのは、国際社会でどのような議論がなされ
ているのか、まず耳を傾けていただくことです。日
本で抱えている課題は、他の国でも同じように悩ん
でいるのがわかります。日本に対して勧告がなされ
るのは、課題を解決に近づけるための方策を国際社
会が一緒に考えて提案してくれているのだと思いま
すので、それに呼応していただきたいと思います。
　当委員会の活動の中で政府と対話をすると、アク
ションが必要な事柄について、行政府は、「国民的
議論に委ねます」という答弁が自然と多くなりま
す。国民的議論をリードするのは、まさに国会であ
り、議員たちの役割だと思います。人権外交や法の
支配を掲げることは重要ですが、自国の法制度やそ
の運用が国際社会でどう受け止められているのかを
知ることは、人権外交の第一歩だと思っております。
 （2017年 4 月20日　於霞が関弁護士会館）
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2017年度定期総会・理事会 理事長を改選

平成29年度（2017年度）活動方針
日本弁護士政治連盟（弁政連）は、日本弁護士連合会（日弁連）、弁護士会連合会及び弁護士会の政策実現を支援するために、

自らを「法の担い手」である弁護士と「法の作り手」である政治（国会、地方議会）とのかけ橋として位置付け、以下の方
針の下で活動します。

１ 　日本弁護士連合会、弁護士会連合会及び弁護士会との連携を強め、政党、国会議員、地方議会
議員及び自治体首長等に対する組織的な要請活動を行います。
民事・刑事・司法基盤整備を含む改革諸課題、法曹養成制度の改革、震災復興等日弁連が実現を目指し対応を迫られる重
要政策課題や行政連携について、日弁連等との連携を密にし、政党、国会議員、地方議会議員、自治体首長等に対する弁政
連本部及び各支部における組織的な要請活動を行います。

２　司法制度の利用者である国民の視点に立って、弁護士の活動領域の拡大・確保に努めます。
司法制度の利用者である国民の視点に立って、行政連携を強化するなど弁護士の活動領域の拡大に努めます。同時に、国
民の権利・利益を適正に擁護するという観点から、他の職種の法律事務領域への権限拡大運動に対しては、日弁連とも緊密
に連携して、適切な対応に努めます。

３　政治・行政の場での弁護士の様々な活動を推進します。
弁護士の活動の場として政治・行政が注目されています。国会議員・地方議会議員への弁護士の立候補や立候補に向けた
育成の支援、弁護士が、政策秘書、政府機関・自治体における任期付ないし非常勤職員、「法務」区分総合職等として活動
するための支援、包括外部監査人・監査委員・審理員への就任促進等、弁護士のこれら政治・行政の場における活動を推進
するため、様々な場と機会を利用して働きかけ、これを支援します。

４　支部未設置地域を解消し、支部活動の一層の充実強化を図ります。
全国各地域における支部の存在とその充実した活動こそが、弁政連活動の源泉であり推進力でもあります。弁政連は、本
年度中の支部未設置地域解消の実現を目指すとともに、各支部の活動のより一層の強化を図ります。

５　会員拡大を推進し、議員等との交流をより活発にして、内外共に、より存在感のある組織とします。
様々な機会に弁政連の存在をアピールし、その意義を理解していただくとともに、会員が参加できる企画を実行すること
によって、会員数の拡大を図ります。また、若手議員との交流や各支部での弁護士の活動領域拡大にもつながるような活動
によって、弁政連の組織と活動を若手会員にとっても魅力のあるものとするよう努めます。

６　国政選挙に際し、実績に基づく適正な選考による推薦活動を行います。
国政選挙においては、日弁連等と連携した組織的要請活動をより効果的なものとするため、全国各支部からの意見等も踏
まえつつ、所属政党にとらわれず、実績に基づいた適正な推薦活動を行います。

７　広報活動を充実させます。
広報活動は、組織の存在感を高め、透明性を与え、信頼度を増すために重要です。「弁政連ニュース」や、ホームページ
等の広報媒体をより充実させることにより、活発な広報活動を展開します。
 以上

2017年 5 月11日、弁護士会館クレオに
て、弁政連の定期総会と理事会が開催され
ました。定期総会においては、新たな理事・
監事が選任され、その後、新理事による理
事会において、村越進理事（前日弁連会長）
が理事長に選任された他、副理事長、常務
理事も新たに選任されました。今回の新理
事会においては、これまで総会直前に行っ
てきた総会付議議案に関する理事会承認
を、理事会から常務理事会に委任する決議
も行われました。これにより、次回総会上
程事項は、総会前月の常務理事会にて審議
できるようになります。
また、定期総会においては、各支部から

のご報告に加え、菰田優理事が新幹事長に
選任されたとのご報告がありました。2年
間、新たな理事長・幹事長のご活躍が期待
されるところです。
 （前幹事長　市毛 由美子） 村越進理事長を選任（理事会）
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2017年 5 月11日、2017年度定期総会の終了後、各党の国会議員をお招きして弁政連懇談会が開催された。衆
参合わせて62名（秘書代理出席を含む）の議員の方々が参加のうえ、順次ご挨拶をいただいた。弁政連の村越
進理事長からは、新理事長としての抱負とともに司法修習生の経済的支援に関する法改正等が実現したことに
ついての御礼が、中本和洋日弁連会長からは、法曹の国際化等の諸政策についてご理解・ご協力をお願いした
い旨のご挨拶があった。 （前幹事長　市毛 由美子）

国会議員をお招きして弁政連懇談会を開催

祝電・メッセージをいただいた議員

衆議院議員　門山　宏哲　千葉 1 区　自民

　　　　　　田野瀬太道　奈良 4 区　自民

参議院議員　猪口　邦子　千 葉 県　自民

（敬称略）

出席議員（本人出席太字）選挙区・所属政党
=2017年 5 月11日　弁政連懇談会=

衆議院議員
逢沢　一郎 岡 山 1 区 自民
秋葉　賢也 宮 城 2 区 自民
甘利　　明 神奈川13区 自民
荒井　　聰 北海道 3区 民進
石関　貴史 群 馬 2 区 民進
伊藤　　渉 比 例 東 海 公明
井上　信治 東 京 2 5 区 自民
井上　義久 比 例 東 北 公明
井野　俊郎 群 馬 2 区 自民
漆原　良夫 比例北陸信越 公明
大串　博志 佐 賀 2 区 民進
大口　善德 比 例 東 海 公明
逢坂　誠二 北海道 8区 民進
小倉　將信 東 京 2 3 区 自民
小沢　鋭仁 比 例 近 畿 維新
小田原　潔 東 京 2 1 区 自民
金田　勝年 秋 田 2 区 自民
上川　陽子 静 岡 1 区 自民
岸田　文雄 広 島 1 区 自民
岸本　周平 和歌山 1区 民進
北側　一雄 大 阪 1 6 区 公明

木原　　稔 熊 本 1 区 自民
國重　　徹 大 阪 5 区 公明
左藤　　章 大 阪 2 区 自民
塩崎　恭久 愛 媛 1 区 自民
塩谷　　立 静 岡 8 区 自民
柴山　昌彦 埼 玉 8 区 自民
高市　早苗 奈 良 2 区 自民
田中　和德 神奈川10区 自民
棚橋　泰文 岐 阜 2 区 自民
津島　　淳 青 森 1 区 自民
辻元　清美 大 阪 1 0 区 民進
西村　明宏 宮 城 3 区 自民
西村智奈美 新 潟 1 区 民進
野田　　毅 熊 本 2 区 自民
畑野　君枝 比例南関東 共産
藤原　　崇 岩 手 4 区 自民
古川　元久 愛 知 2 区 民進
古田　圭一 比 例 中 国 自民
松浪　健太 大 阪 1 0 区 維新
松本　　純 神奈川 1区 自民
三原　朝彦 福 岡 9 区 自民
宮﨑　政久 沖 縄 2 区 自民
盛山　正仁 兵 庫 1 区 自民

保岡　興治 鹿児島 1区 自民
山尾志桜里 愛 知 7 区 民進
山本　有二 高 知 2 区 自民
吉田　宣弘 比 例 九 州 公明

参議院議員
伊藤　孝江 兵 庫 県 公明
井上　哲士 比 例 共産
小川　勝也 北 海 道 民進
川田　龍平 比 例 無所属
行田　邦子 埼 玉 県 無所属
上月　良祐 茨 城 県 自民
櫻井　　充 宮 城 県 民進
谷合　正明 比 例 公明
福島みずほ 比 例 社民
古川　俊治 埼 玉 県 自民
増子　輝彦 福 島 県 民進
元榮太一郎 千 葉 県 自民
山口那津男 東 京 都 公明
山添　　拓 東 京 都 共産

（敬称略・五十音順）

宮﨑 政久 議員
自由民主党司法制度調査会
事務局長

國重 徹 議員
公明党法務部会長

大串 博志 議員
民進党政務調査会長

井上 哲士 議員
日本共産党参議院幹事長
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村越　進
理事長
第一東京弁護士会
平成20年度　一弁会長
平成26・27年度　日弁連会長

伊礼　勇吉
副理事長
東京弁護士会
平成14年度　東弁会長
平成14年度　日弁連副会長

田中　敏夫
副理事長
東京弁護士会
平成15年度　東弁会長
平成15年度　日弁連副会長

岩井　重一
副理事長
東京弁護士会
平成16年度　東弁会長
平成16年度　日弁連副会長

吉岡　桂輔
副理事長
東京弁護士会
平成18年度　東弁会長
平成18年度　日弁連副会長

斎藤　義房
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成24年度　東弁会長
平成24年度　日弁連副会長

若旅　一夫
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成22年度　東弁会長
平成22年度　日弁連副会長

高中　正彦
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成26年度　東弁会長
平成26年度　日弁連副会長

伊藤　茂昭
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成27年度　東弁会長
平成27年度　日弁連副会長

小林　元治
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成28年度　東弁会長
平成28年度　日弁連副会長

菊地　裕太郎
副理事長・常務理事
東京弁護士会
平成25年度　東弁会長
平成25年度　日弁連副会長

横溝　高至
副理事長・常務理事
第一東京弁護士会
平成25年度　一弁会長
平成25年度　日弁連副会長

神　洋明
副理事長・常務理事
第一東京弁護士会
平成26年度　一弁会長
平成26年度　日弁連副会長

岡　正晶
副理事長・常務理事
第一東京弁護士会
平成27年度　一弁会長
平成27年度　日弁連副会長

小田　修司
副理事長・常務理事
第一東京弁護士会
平成28年度　一弁会長
平成28年度　日弁連副会長

庭山　正一郎
副理事長
第二東京弁護士会
平成20年度　二弁会長
平成20年度　日弁連副会長

高木　佳子
副理事長
第二東京弁護士会
平成17年度　二弁会長
平成17年度　日弁連副会長

尾崎　純理
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成15年度　二弁会長
平成15年度　日弁連副会長

飯田　隆
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成18年度　二弁会長
平成18年度　日弁連副会長

澤井　英久
副理事長
第二東京弁護士会
平成23年度　二弁会長
平成23年度　日弁連副会長

栃木　敏明
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成22年度　二弁会長
平成22年度　日弁連副会長

山岸　良太
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成25年度　二弁会長
平成25年度　日弁連副会長

三宅　弘
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成27年度　二弁会長
平成27年度　日弁連副会長

山田　秀雄
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成26年度　二弁会長
平成26年度　日弁連副会長

早稲田　祐美子
副理事長・常務理事
第二東京弁護士会
平成28年度　二弁会長
平成28年度　日弁連副会長

木村　良二※

副理事長・常務理事
神奈川県弁護士会
平成18年度　神奈川県(弁)会長
平成20年度　日弁連副会長
※平成29年 6 月16日常務理事会が補選

千葉　景子
副理事長
神奈川県弁護士会
元法務大臣、元参議院議員

日本弁護士政治連盟役員
自　平成29年 5 月11日　　至　平成31年 5 月

氏名
役職
所属弁護士会
経歴
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大島　正寿
副理事長
神奈川県弁護士会
平成18年度　神奈川県(弁)副
会長
平成18-21年度　日弁連代議員

種田　誠
副理事長
茨城県弁護士会
元参議院議員
平成15年度　日弁連副会長

小沼　洸一郎
副理事長・常務理事
栃木県弁護士会
平成 5年度　栃木県(弁)会長
平成 7年度　日弁連副会長

佐藤　豊
副理事長・常務理事
長野県弁護士会
平成 9年度　長野県(弁)会長
平成24年度　日弁連副会長

金子　武嗣
副理事長
大阪弁護士会
平成22年度　大阪(弁)会長
平成22年度　日弁連副会長

石田　法子
副理事長
大阪弁護士会
平成26年度　大阪(弁)会長
平成26年度　日弁連副会長

福原　哲晃
副理事長
大阪弁護士会
平成25年度　大阪(弁)会長
平成25年度　日弁連副会長

藪野　恒明
副理事長
大阪弁護士会
平成24年度　大阪(弁)会長
平成24年度　日弁連副会長

田中　彰寿
副理事長
京都弁護士会
平成17年度　京都(弁)会長
平成17・18年度　日弁連理事

道上　明
副理事長
兵庫県弁護士会
平成19年度 兵庫県(弁)会長
平成22年度 日弁連副会長

春名　一典
副理事長
兵庫県弁護士会
平成21年度 兵庫県(弁)会長
平成25年度 日弁連副会長
前日弁連事務総長

中村　正典
副理事長
愛知県弁護士会
平成23年度　愛知県(弁)会長
平成23年度　日弁連副会長

纐纈　和義
副理事長
愛知県弁護士会
平成24年度　愛知県(弁)会長
平成24年度　日弁連副会長

緒方　俊平
副理事長
広島弁護士会
昭和60年度　広島(弁)副会長

河原　昭文
副理事長
岡山弁護士会
平成 2年度　岡山(弁)会長
平成14年度　日弁連副会長

福島　康夫
副理事長
福岡県弁護士会
平成19年度　福岡県(弁)会長
平成20年度　日弁連副会長

山本　洋一郎
副理事長
大分県弁護士会
平成15年度　大分県(弁)会長
平成15年度　九弁連常務理事

角山　正
副理事長
仙台弁護士会
平成19年度　仙台(弁)会長
平成20年度　日弁連副会長

中村　隆
副理事長
札幌弁護士会
平成26年度　道弁連理事長
平成28年度　日弁連副会長

渡辺　光夫
副理事長
香川県弁護士会
平成11年度　香川県(弁)会長
平成19年度　日弁連副会長

藤村　義徳
常務理事
東京弁護士会
平成10年度　東弁副会長
平成20年度　日弁連常務理事

藤原　浩
常務理事
東京弁護士会
平成23年度　東弁副会長
平成24年度　日弁連司法修習
委員長

黒岩　哲彦
常務理事
東京弁護士会
平成21年度　東弁副会長
平成28年度　日弁連常務理事

冨田　秀実
常務理事
東京弁護士会
平成17・18年度　東弁副会長
平成23年度　日弁連常務理事

伊井　和彦
常務理事
東京弁護士会
平成19年度　東弁副会長
平成14年度　日弁連常務理事

山中　尚邦
常務理事
東京弁護士会
平成23年度　東弁副会長
平成24年度　日弁連代議員

鈴木　善和
常務理事
東京弁護士会
平成19年度　東弁副会長
平成19年度　日弁連常務理事

仲　隆
常務理事
東京弁護士会
平成28年度　東弁副会長
平成28・29年度　日弁連代議
員

江藤　洋一
常務理事
第一東京弁護士会
平成22年度　一弁会長
平成22年度　日弁連副会長
平成28年度　関弁連理事長

長谷川　宅司
常務理事
第一東京弁護士会
平成20年度　一弁副会長
平成20年度　日弁連常務理事
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【理　　　　事】
氏　　　名 弁護士会
伊礼　勇吉 東 京
田中　敏夫 東 京
岩井　重一 東 京
吉岡　桂輔 東 京
斎藤　義房 東 京
若旅　一夫 東 京
藤村　義徳 東 京
小林　芳夫 東 京
高中　正彦 東 京
竹之内　明 東 京
伊藤　茂昭 東 京
小林　元治 東 京
藤原　　浩 東 京
黒岩　哲彦 東 京
菊地裕太郎 東 京
冨田　秀実 東 京
関本　隆史 東 京
伊井　和彦 東 京
上田　智司 東 京
山中　尚邦 東 京
石原　　修 東 京
鈴木　善和 東 京
仲　　　隆 東 京
田中　　等 第一東京
村越　　進 第一東京
横溝　高至 第一東京
江藤　洋一 第一東京
神　　洋明 第一東京
長谷川宅司 第一東京
若林　茂雄 第一東京
岡　　正晶 第一東京
小田　修司 第一東京
前田　俊房 第一東京
板澤　幸雄 第一東京
寺前　　隆 第一東京
山本光太郎 第一東京
菰田　　優 第一東京
井上　裕明 第一東京
庭山正一郎 第二東京
井元　義久 第二東京
高木　佳子 第二東京
尾崎　純理 第二東京
飯田　　隆 第二東京
吉成　昌之 第二東京
澤井　英久 第二東京

若林　茂雄
常務理事
第一東京弁護士会
平成22年度　一弁副会長
平成22・23年度　日弁連代議
員

市毛　由美子
常務理事
第二東京弁護士会
平成21年度　二弁副会長
平成26年度　日弁連常務理事

川下　清
常務理事
大阪弁護士会
平成16年度　大阪(弁)副会長
平成29年度　日弁連常務理事

福田　健次
常務理事
大阪弁護士会
平成21年度　大阪(弁)副会長
平成21年度　近弁連常務理事

安井　信久
常務理事
愛知県弁護士会
平成25年度　愛知県(弁)会長
平成25年度　日弁連副会長

菰田　優
幹事長
第一東京弁護士会
平成16年度　一弁副会長
平成29年度　日弁連常務理事

栃木　敏明 第二東京
山岸　良太 第二東京
幣原　　廣 第二東京
三宅　　弘 第二東京
山田　秀雄 第二東京
早稲田祐美子 第二東京
市毛由美子 第二東京
清水　規廣 神奈川県
杉崎　　茂 神奈川県
木村　良二 神奈川県
千葉　景子 神奈川県
本間　　豊 神奈川県
大島　正寿 神奈川県
吉澤　俊一 埼 玉
黒田　典子 埼 玉
松本新太郎 千 葉 県
齋藤　和紀 千 葉 県
関　　周行 茨 城 県
種田　　誠 茨 城 県
小沼洸一郎 栃 木 県
高木　光春 栃 木 県
高橋　伸二 群 馬
石原　栄一 群 馬
長野　哲久 静 岡 県
洞江　　秀 静 岡 県
古井　明男 山 梨 県
加藤　啓二 山 梨 県
佐藤　　豊 長 野 県
土屋　　準 長 野 県
藤田　善六 新 潟 県
小林　斉史 新 潟 県
益田　哲生 大 阪
畑　　守人 大 阪
金子　武嗣 大 阪
石田　法子 大 阪
岩城　本臣 大 阪
福原　哲晃 大 阪
藪野　恒明 大 阪
山口　健一 大 阪
松葉　知幸 大 阪
竹岡富美男 大 阪
川下　　清 大 阪
福田　健次 大 阪
田中　彰寿 京 都
白浜　徹朗 京 都
日下部和弘 京 都
山地　敏之 京 都

道上　　明 兵 庫 県
春名　一典 兵 庫 県
林　　晃史 兵 庫 県
中上　幹雄 兵 庫 県
中本　　勝 奈 良
北岡　秀晃 奈 良
小川　恭子 滋 賀
森田　重樹 滋 賀
岡本　　浩 和 歌 山
有田　佳秀 和 歌 山
中村　正典 愛 知 県
纐纈　和義 愛 知 県
安井　信久 愛 知 県
高木　道久 愛 知 県
榎本　　修 愛 知 県
森川　　仁 三 重
内田　典夫 三 重
矢島潤一郎 岐 阜 県
平井　治彦 岐 阜 県
島田　　広 福 井
寺田　直樹 福 井
山崎　正美 金 沢
中西　祐一 金 沢
本多　利光 富 山 県
緒方　俊平 広 島
大迫　唯志 広 島
山下　哲夫 広 島
田川　章次 山 口 県
森重　知之 山 口 県
河原　昭文 岡 山
平井　昭夫 岡 山
秋山　義信 岡 山
安田　壽朗 鳥 取 県
松本　啓介 鳥 取 県
中村　寿夫 島 根 県
吾郷　計宜 島 根 県
前田　　豊 福 岡 県
福島　康夫 福 岡 県
川副　正敏 福 岡 県
市丸　信敏 福 岡 県
本多　俊之 佐 賀 県
辻　　泰弘 佐 賀 県
山下　俊夫 長 崎 県
森本　精一 長 崎 県
山本洋一郎 大 分 県
渡辺　耕太 大 分 県
由井　照二 熊 本 県

塚本　　侃 熊 本 県
井上　順夫 鹿児島県
新納　幸辰 鹿児島県
田中　　寛 宮 崎 県
萩元　重喜 宮 崎 県
島袋　秀勝 沖 縄
上原　義信 沖 縄
角山　　正 仙 台
新里　宏二 仙 台
真田　昌行 仙 台
佐々木廣充 福 島 県
宮本多可夫 福 島 県
伊藤　三之 山 形 県
高橋　　耕 岩 手
桝田　裕之 岩 手
長岐　和行 秋 田
中林　裕雄 青 森 県
大沢　一實 青 森 県
田中　敏滋 札 幌
小寺　正史 札 幌
中村　　隆 札 幌
見野　彰信 札 幌
窪田　良弘 函 館
小林　史人 旭 川
池田めぐみ 旭 川
齋藤　道俊 釧 路
那知　　哲 釧 路
渡辺　光夫 香 川 県
宮崎　浩二 香 川 県
津川　博昭 徳 島
木村　清志 徳 島
稲田　良吉 高 知
西嶋　吉光 愛 媛
宇都宮嘉忠 愛 媛
【監　　　　事】

鈴木　健二 東 京
岡田　理樹 第二東京
【顧　　　　問】

本林　　徹 東 京
平山　正剛 東 京
山岸　憲司 東 京
梶谷　　剛 第一東京
久保井一匡 大 阪
【幹　 事 　長】

菰田　　優 第一東京
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Ｑ．法曹から国会議員を目指したきっかけ

Ａ． 現場の思いを活かせる道へ
私は、平成10年から公明党の党員でしたが、選挙
のお手伝いをする程度で、自分がまさか国会議員に
なるとは思っておりませんでした。親戚にも議員は
おりませんでしたし。国会議員を目指した直接の
きっかけは、ちょうど、選挙区の議員定数が 2から
3に増えて、公明党も候補を擁立するので、党から
お声掛けいただいたことです。
最初は断りました。でも、自分が法曹として持っ
ていた現行制度へのいろいろな思いが活かせるので
はないかと思い、立候補の決断に至りました。弁護
士としては人権活動に力を入れておりましたし、家
裁の調停委員もやっておりました。生活保護で行政
と争ったこともあります。現場を実際見ていたこと
が国政の場で活かせると思いました。
選挙活動は厳しかったです。街頭演説も初めてで
したし。でも、弁政連大阪支部と兵庫支部の推薦を
いただいたことは大きな励みになりました。

Ｑ．法曹資格が議員活動に与える影響

Ａ．法案を見るときの見方が違う
個々の条文をどう解釈するのか、既存の法律との
整合性は取れているのか、判例との関係はどうなる

のか、などと法案を多角的に検討することができま
す。これは法曹ならではの強みだと思いました。
また、国会での質問の重みも実感しております。
ある法案の解釈が書籍を見ても存在しないときに、
国会の答弁を見る場合があります。すなわち、国会
の答弁は、その後の法律の使い方に影響するので
す。質問と答弁がその法案の解釈指針となることが
あります。ですから、解釈をはっきりさせておきた
いところを質問するのも、国会議員の仕事だと考え
ています。責任が重い仕事です。

Ｑ．実現したい政策課題

Ａ．少数者が生きやすい社会を
法曹として、個人の方の借金問題や離婚問題を扱
うことが多かったです。弁護士会の委員会も、人権
関係の委員会に所属していました。その経験もあ
り、弱い立場の人でも自分らしく生きていける社会
を作りたいと考えております。
例えば、家事事件においては、調停委員の役割が
一層大きくなっています。調停は、単に事件を処理
するだけでなく、それぞれの当事者が今後の人生を
考えていくきっかけになるからです。しかし、調停
委員の研修等は自助努力によるところが大きいのが
現状です。家事調停の充実も一つのテーマです。

Ｑ．議員になった実感と法曹へのメッセージ

Ａ． 社会的意義がある仕事
私自身はまだ、毎日のスケジュールをこなすのに
必死です。しかし、弁護士として感じてきたこと、
経験を活かしたいとの気持ちで日々職務に臨んでい
ます。政治に関心のある方は、ぜひ議員を目指して
いただきたいと思います。逆に、私自身、弁護士と
いう仕事の持つ社会的意義を改めて実感しており、
“弁護士だからこそできる仕事”に誇りを持って取
り組んでいただきたいと思います。

伊藤 　孝江　議員
 参議院・兵庫県（公明党）
 大阪弁護士会会員

（インタビュアー　企画委員会副委員長　武山 茂樹）

物腰柔らかで親しみやすい伊藤孝江議員です
が、その言葉の裏には、少数者に対する配慮や人
権への思いがありました。紙面の都合上、お話を
全て掲載することはできませんでしたが、今後の
更なるご活躍を期待しております。 （武山茂樹）

弁護士議員に聞く
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懇談会報告

各政党との朝食懇談会

平成29年 5月11日、自由民主党との朝食懇談会が開催された。自
民党から、保岡興治議員、上川陽子元法務大臣、盛山正仁法務副
大臣をはじめ18名の国会議員が出席され、日弁連・弁政連からは、
中本和洋会長、山岸憲司理事長（当時）をはじめ30名が出席した。
上川元法務大臣から法曹の海外展開についてお話をいただいた
後、日弁連から、『国際化に対応する民事司法の仕組み』と『法曹
の海外展開』の政策課題について説明が行われた。
参加された各議員から、アジアの法整備支援と外弁規制問題に

ついて日本が積極的な役割を果たすべきであるとのご意見や、志
望者が減少し続ける法曹界の問題について取り組むべきであると
ご意見をいただいた。 （企画委員会副委員長　関口 慶太）

自由民主党（2017年 5 月11日）

平成29年 4 月25日、公明党との朝食懇談会が開催された。公明
党からは、山口那津男代表、北側一雄副代表、井上義久幹事長、
漆原良夫中央幹事会会長をはじめ、12名の国会議員が出席。日弁
連及び弁政連からは、中本和洋会長、山岸憲司理事長（当時）を
はじめ、25名が出席した。 
日弁連側は、民事司法の国際化及び法曹の海外展開に関する取

組みについて報告し、その上で、「依頼者と弁護士の間の通信秘密
保護制度」の確立や日本における国際仲裁の振興、アジア諸国の
外国弁護士規制の緩和に向けて要請を行った。公明党側からは、
政府の対応が遅れている分野であるとの指摘がなされ、日弁連と
公明党が主導的役割を果たしていく必要性が確認された。
 （企画委員会副委員長　小山 紘一）

公明党（ 4月25日）

平成29年 5 月23日、民進党との朝食懇談会が開催された。民進
党からは大串博志政務調査会長、小川敏夫参議院議員会長、枝野
幸男憲法調査会長、横路孝弘元衆議院議長をはじめ18名の国会議
員が出席され、日弁連及び弁政連からは中本和洋会長、村越進理
事長をはじめ28名が出席した。
冒頭、民進党から、共謀罪を含む組織的犯罪処罰法の改正案に

関する日弁連の取組に対する共感の意見が述べられた。その後、
日本における国際仲裁制度の充実、法曹の国際的な活動領域の拡
大、弁護士秘匿特権の法制化などについて、日弁連の提言を基に
活発な意見交換がなされ、また民進党議員からは法曹養成に関す
る問題提起がなされた。
 （企画委員会副委員長　三雲 崇正）

民進党（ 5月23日）

5 月25日、日本共産党との朝食懇談会が開催された。共産党か
ら、志位和夫幹部会委員長、小池晃書記局長をはじめ10名の国会
議員が出席された。日弁連及び弁政連からは、中本和洋会長、村
越進理事長をはじめ26名が出席した。
日弁連から提示されたテーマは「国際化に対応する民事司法に

ついて」と「法曹の海外展開について」であり、日本における国
際仲裁振興やアジア諸国の法律市場規制（外国弁護士規制）につ
いて説明がされ、質疑応答がなされた。共産党からは、テーマの
枠を超えて、国会内外で目下議論が白熱している組織的犯罪処罰
法改正案に関する問題や憲法改正問題などについても意見が表明
された。
 （企画委員会委員長代行　豊田 賢治）

日本共産党（ 5月25日）
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中小企業の海外展開と女性起業への法律支援
日弁連の中小企業支援について民進党青年局と懇談会を開催

中小企業の事業承継への法律支援
日弁連の中小企業支援について公明党青年委員会と勉強会を開催

平成29年 3 月30日、民進党青年局と日本弁護士政治連盟との懇談会が実施された。
民進党青年局からは 大西 健介 衆議院議員（局長）、後藤 祐一 衆議院議員（局長代理）、宮崎 岳志 衆議院

議員（副局長）、伊藤 孝恵 参議院議員（副局長）が出席され、弁政連・日弁連からは、山岸 良太 企画委員長、
市毛 由美子 幹事長（当時）をはじめ14名の弁護士が出席した。
懇談会では、「弁護士による中小企業支援～海外展開支援と女性起業支援～」をテーマに、土森 俊秀 弁護

士（日弁連中小企業法律支援センター事務局次長）と 八掛 順子 弁護士（同）が講師を務め、日弁連の中小企
業支援の取組みや今後の課題を解説した。
議員からは、日弁連の取組みについての質問、現在取り組んでいる中小企業政策や今後のあるべき支援につ

いてお話しいただき、弁護士一人一人からも発言するなど、充実した懇談会となった。
懇談会後開催された懇親会でも、議員及び弁護士から、それぞれ関心のある政策課題の提起がなされ、活発

な意見交換が行われた。 （企画委員会副委員長　金子 春菜）

平成29年 5 月18日、衆議院議員会館において、中小企業の事業承継をテーマに、日本弁護士政治連盟と公明
党青年委員会との勉強会が開催された。
公明党から、樋口 尚也 衆議院議員（青年委員長）、國重 徹 衆議院議員（法務部会長・衆院法務委理事）、
中野 洋昌 衆議院議員（経産副部会長・衆院経産委員）、河野 義博 参議院議員（団体交渉 WT 事務局長）、三
浦 信祐 参議院議員（団体交渉 WT 局次長）、高瀬 弘美 参議院議員（広報企画 WT 局次長）、伊佐 進一 衆議
院議員（青年政策 WT 座長）、真山 祐一 衆議院議員（学生局長代理）が出席された。弁政連・日弁連から、
山岸 良太 企画委員長、長谷川 宅司 常務理事をはじめ13名の弁護士が出席した。
まず、大宅 達郎 弁護士（日弁連中小企業法律支援センター事務局員）から、「経営者の交代が上手くいか

ないことによる廃業が増加している。事業承継の課題を類型ごとに整理し、適切な施策を打つ必要がある」と
の説明があった。これを受けて公明党の先生方からは、⑴現場からみて、施策とニーズがマッチしているか、
⑵事業承継の意識を高めるにはどのようにすれば良いか、⑶税制改革の効果はあるかなどのご質問をいただい
て日弁連中小企業法律支援センターの委員らから応答・説明を行い、活発な議論が続く密度の濃い勉強会と
なった。 （企画委員会副委員長　関口 慶太）
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前理事長の誠意を尽くす活動に感謝し、状況を切り拓く新理事長の粘り腰に期待します。（さいとう）
今年の夏は例年になく暑さが厳しいそうです。くれぐれも体調にはお気を付けください。（おがわ）
日本独自の経験から欧米とは異なる価値を発揮できるというお話は，興味深く感じます。（いとう）

編集後記

支部人事（）内は前任者

香川県支部 平成29年 1 月 1 日付
幹 事 長　佐々木 寿徳（滝口 耕司）
群馬支部 2 月18日付
幹 事 長　石原 栄一（小磯 正康）
京都支部 4 月 1 日付
事務局長　日下部 和弘（白浜 徹朗）
徳島支部 5 月20日付
事務局長　松尾 泰三（吉成 務）
神奈川県支部 5 月23日付
支 部 長　木村 良二（杉崎 茂）
幹 事 長　服部 政克（大島 正寿）

支 部 長　纐纈 和義（中村 正典）
福島県支部 6 月 1 日付
幹 事 長　槇 裕康（渡邊 真也）
東京本部 6 月 2 日付
本 部 長　早稲田 祐美子（神 洋明）
幹 事 長　加城 千波（比佐 守男）
奈良支部 6 月21日付
支 部 長　藤本 卓司（中本 勝）
事務局長　兒玉 修一（藤本 卓司）

井野俊郎法務大臣政務官を表敬訪問
群馬支部　幹事長　石原 栄一

平成29年 3 月13日、弁政連群馬支部の会員弁護士ら11名が法務省を訪ね、井野俊郎法務大臣政務官兼内閣府大臣政
務官（群馬 2区選出、衆議院議員）を表敬訪問しました。同政務官は最近まで群馬弁護士会の会員であり、定期的に
若手会員との交流会を積み重ねてきた経緯があり、今回の訪問もそのようなことから実現しました。
この日は表敬訪問のあと、衆議院議員会館内にて、同政務官を交えながら法務省民事局の担当者 2名から債権法改

正や相続法改正について説明を受け、これを踏まえて意見交換を行いました。 1時間程度の会合でしたが、立法担当
者の貴重な意見を伺うことができました。

本年 5月11日に幹事長に就任いたしま
した。私が日弁連総合研修センター長を務
めているときに村越理事長が日弁連会長を
務められ、村越理事長の会務執行方針に
沿って日弁連の研修の充実や研修無料化の
実現をサポートしました。村越理事長とと
もに幹事長に就任したことにご縁を感じる
次第です。いま日弁連は重要な司法及び立
法に関する課題に取り組んでいることか

ら、弁政連の活動に掛けられる期待はますます増大していると
感じます。活動方針にある日弁連との連携を胸に刻みながら、
村越理事長を事務機構の立場から補佐していきたいと思ってい
ます。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

昨年 5月に急逝された故大貫幹事長の
後任として幹事長の職をお受けしました。
1年間は瞬く間でしたが、山岸理事長とと
もに馳せ参じた弁連大会時の支部懇談会で
は、全国各支部の皆様より、貴重なご意見
や課題を伺うことができましたこと、心よ
り御礼申し上げます。折しも、日弁連の主
要政策のひとつに、個人的にも悲願であっ
た法曹・法律業務の国際化の問題が取り上

げられ、各党との朝食会等の場では、議員の先生方から熱い応
援の声をいただき感無量でした。幹事長としては至らぬ点ばか
りでしたが、引き続き常務理事として活動させていただくこと
になりましたので、何卒よろしくお願いいたします。

幹事長就任にあたって 幹事長退任にあたって菰田 優 市毛 由美子

　常置委員長を再任
 本部常務理事会　

　平成29年 6 月16日に開催された
弁政連常務理事会において常置委
員会の委員長の改選が行われ、伊
藤茂昭総務委員長（東京）、横溝高
至財務委員長（第一東京）、山岸良
太企画委員長（第二東京）、菊地裕
太郎組織強化委員長（東京）及び
斎藤義房広報委員長（東京）が、
いずれも再任されました。

愛知県支部 5 月23日付


